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㉘ 食品表示関係法令の周知 

関係部署 
かごしまの食輸出・ブランド戦略室，生活衛生課，健康増進課， 

消費者行政推進室，計量検定所，薬務課 

 

現 状 

   食品表示は，消費者が食品を選択し，購入する際の重要な情報源となるものであり，食品

関連事業者等は，食品の表示に関する各種法令を遵守する必要があります。 

  平成27年４月１日，「ＪＡＳ法」，「食品衛生法」，「健康増進法（用）」の食品の表示に関

する規定を統合した「食品表示法」が施行されました。また，平成29年９月に食品表示基準

の改正・施行により，国内で作られたすべての加工食品に対して原料原産地表示を行うこと

が義務付けられ，令和４年４月に完全施行されました。 

  県では，「食品表示法（用）」をはじめ，食品の表示に関する法令等の周知を図るため，食品

関連事業者等を対象とした各種研修会の開催や事業者主催の勉強会等への講師派遣，啓発パ

ンフレット等の配布を行っています。 

 

   ○食品表示法等に基づく研修会実績 

項 目 令和６年度 

 食品表示法（品質事項）に基づく表示制度の研修会等     ２５回 

 食品表示法（衛生事項）に基づく表示制度の研修会等   １１３回 

 食品表示法（保健事項）に基づく表示制度の研修会等       １回 

 景品表示法に関する研修会       １回 

 計量法に関する研修会    ２回 

 

   ○食品関係の表示に関する主な法律について  

法律名 法律の目的 

 食品表示法 
食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を

確保 

 景品表示法*1 一般消費者の利益の保護 

 計 量 法 内容量の適正な表示 

 医薬品医療 

 機器等法 *2 
食品に対する医薬品的な効能効果等の表示を禁止 

   ＊１景品表示法：「不当景品類及び不当表示防止法」 
   ＊２医薬品医療機器等法：「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」（旧薬事法） 
 
 

課 題 

  食品表示は，「食品表示法」，「景品表示法（用）」，「計量法（用）」，「医薬品医療機器等

法」等食品関係法令が多岐にわたり，表示内容も複雑であることから，事業者の制度に対す

る理解不足や確認不足等により，依然として基準に基づく表示がなされていない状況が見受

けられます。 

  また，食品表示は，増加する外国人従業員を含め，食品を取り扱う者全てが正しく理解す

る必要があります。  

県民の健康の保護と食品等に対する県民の信頼を確保するため，食品関連事業者等へ食品

表示関係法令とともに食品表示制度の普及・啓発を図っていく必要があります。 

２ 食品表示の適正化による消費者への的確な情報の伝達・提供 

（１）食品表示の適正化の推進 
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 施策の目標 

  「食品表示法」に基づく食品表示制度をはじめ，食品の表示に関する法令等について周知  

を図り，食品表示の適正化に努めます。 

 

 

 具体的な取組内容 

  ○食品の表示に関する法令の普及啓発 

  ・食品関連事業者等に対する研修会の開催等 

    ・事業者からの講師派遣依頼への対応 

    ・啓発パンフレットの作成・配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考となる指標 
 

指 標 
現 状 

（令和６年度末） 

目 標 

（令和12年度末） 
備 考 

食の安心・安全情報メール等を活用

した情報発信回数 
２５回※ ２４回 ※臨時号を含む 

     

＜食品表示制度（品質事項）研修会＞ 
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㉙ 食品表示に関する相談対応 

関係部署 
かごしまの食輸出・ブランド戦略室，消費者行政推進室，生活衛生課 

健康増進課，計量検定所，薬務課 

 

現 状 

   食品の表示に関連する法令は多岐にわたり，担当課が複数あるため，県民からの食品表示

に関する各種情報の提供や相談等を受け付ける総合相談窓口として「食品表示１１０番」を

設置し，それぞれの担当課において，相談に対応しています。 

 

食品表示１１０番 ☎：０９９－２８６－２５３３（消費者行政推進室内） 

 

   ○食品表示１１０番相談実績 

項 目 令和６年度 

 食品表示１１０番の受付状況  ４８０件 

 食品表示法（品質事項）に関する表示相談等への対応    ２４９件 

 食品表示法（衛生事項）に関する表示相談等への対応   １３１件 

 食品表示法（保健事項）及び健康増進法に関する相談への対応    １５３件 

 食品に対する医薬品的な効能効果の表示相談      ８件 

 景品表示法に関する表示相談等 ５７件 

 計量法に関する表示相談 ５９件 

  ※食品表示110番での受付以外に，直接，法令担当課に相談がある場合があり，件数は食品表示110番で受け付け

たものと一部重複します。 

 

課 題 

  依然として不適切な食品表示が見受けられることや食品関連事業者からの表示に関する事

前相談に対応するため，総合相談窓口である「食品表示１１０番」の周知を行い，引き続き，

食品表示の関係法令の相談に適切に対応する必要があります。 

 

 施策の目標 

  食品表示１１０番等に寄せられた表示相談及び情報提供に対して，迅速かつ的確に対応し，  

食品表示の適正化に努めます。 

 

 具体的な取組内容 

 ○食品表示に関する相談対応 

  ・食品表示１１０番等に寄せられた表示相談等への対応   

 

 

２ 食品表示の適正化による消費者への的確な情報の伝達・提供 

（１）食品表示の適正化の推進 
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㉚ 食品表示実態調査等の実施 

関係部署 
かごしまの食輸出・ブランド戦略室，消費者行政推進室，生活衛生課，健康増進課

薬務課，計量検定所，農産園芸課，畜産振興課，水産振興課，森林経営課 

 

現 状 

   食品の表示については，消費者が食品を選択し，購入する際の重要な情報源となることか

ら，各法令に基づき，担当課が主体となり関係各課と連携し，食品表示に関する実態調査や

監視及び検査，指導を行っています。 
 

   ○食品表示実態調査実績 

項 目 令和６年度 

食品表示法（品質事項）に基づく食品表示実態調査 １８０件 

食品表示法（衛生事項）に基づく食品表示実態調査 １０，０９２件 

食品に対する医薬品的な効能効果の表示監視指導  ９件 

景品表示法に基づく指導 １件 

計量法に基づく商品量目立入検査 ７,２６９個 

 

 

課 題 

  食品に関する不祥事や不適正な表示が依然として見受けられることから，引き続き，実態

調査や監視及び検査，指導の充実を図り，食品表示に関する消費者の信頼確保に努める必要

があります。 
 
 

 施策の目標 

  食品表示に関する監視，指導の充実・強化を図り，食品の適正な表示の指導に取り組みま

す。 
 
 

 具体的な取組内容 

○食品表示実態調査の実施 

 ○商品量目立入検査の実施 

  ○疑義情報等に対する迅速な対応 

  ・食品表示に関する消費者からの情報提供等に対して    

迅速かつ的確に対応  
  

 

参考となる指標 
 

指 標 
現 状 

（令和６年度末） 

目 標 

（令和12年度末） 
備 考 

食品表示法（品質事項）に基づく食品

表示の適正表示率 
９１．２％ １００％ 

 

   
 

〈食品表示の監視〉 

２ 食品表示の適正化による消費者への的確な情報の伝達・提供 

（２）食品表示に関する監視，指導 
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㉛ 消費者の食品表示に関する理解促進 

関係部署 
かごしまの食輸出・ブランド戦略室，消費者行政推進室，生活衛生課 

健康増進課，計量検定所，薬務課 

 

現 状 

   「ＪＡＳ法」，「食品衛生法」及び「健康増進法」の個別法で定められていた食品表示に

関する規定が「食品表示法」として一元化され，平成27年４月から「食品表示法」が施行さ

れました。また，令和４年４月からは，国内で作られた全ての加工食品への原料原産地表示

も義務付けされました。 

同法に基づく食品表示制度は，食品を摂取する際の安全性の確保を最優先するとともに，

自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保を目的とし，加工食品の栄養表示の義務化や機能

性表示食品制度が導入されています。 

このため，消費者自身も表示からの情報を読み取り，安全で適切に活用できるよう表示に

関する知識の向上が必要となっています。 

  これまで県では，食の安心・安全情報メールを活用し，消費者向けに食品表示や景品表示  

法等に関する情報の提供や商品量目についての計量教室等を実施しています。 

 
 

課 題 

  有用な食品表示に関する情報など消費者の食品表示に関する理解促進を図る必要がありま

す。 
 
 

 施策の目標 

  消費者自身が食品表示に関する理解を深め，自主的かつ合理的な食品選択ができるよう，

食品表示に関する適正な情報発信に努め，消費者の表示に関する理解促進を図ります。 
 
 

 具体的な取組内容 

 ○食品表示に関する適正な情報発信及び勉強会の実施 

  ・「食の安心・安全情報メール」「SNS(X(旧Twitter))」

を活用した情報発信 

    ・商品量目調査会及び計量教室の実施   
 
 

参考となる指標 
 

指 標 
現 状 

（令和６年度末） 

目 標 

（令和12年度末） 
備 考 

商品量目調査会及び計量教室の実施 ５自治体 ５自治体  
     

〈計量教室〉 

２ 食品表示の適正化による消費者への的確な情報の伝達・提供 

（３）消費者の理解促進 


